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川崎市食品衛生法施行規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市食品衛生法施行規程 ○川崎市食品衛生法施行規程 

昭和47年３月31日訓令第９号 昭和47年３月31日訓令第９号

（製品検査） （製品検査） 

第２条 保健所長は、細則第２条第１項に規定する製品検査申請書を受理し

たときは、記載事項を調査の上、速やかに食品衛生監視員（以下「監視員」

という。）を派遣し、次の各号に定める事項を行わせるものとする。 

第２条 保健所長は、細則第３条第１項に規定する製品検査申請書を受理し

たときは、記載事項を調査の上、速やかに食品衛生監視員（以下「監視員」

という。）を派遣し、次の各号に定める事項を行わせるものとする。 

 (１) 細則第３条第１項の規定により試験品を採取すること。  (１) 細則第４条第１項の規定により試験品を採取すること。 

(２) 細則第３条第２項の規定により試験品を採取した容器及び容器等に

封印すること。 

 (２) 細則第４条第２項の規定により試験品を採取した容器及び容器等に

封印すること。 

２ 保健所長は、試験品を当該製品検査申請書とともに市長に送付しなけれ

ばならない。 

２ 保健所長は、試験品を当該製品検査申請書とともに市長に送付しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の規定により試験品及び当該製品検査申請書の送付を受け

たときは、試験検査依頼書を添え川崎市健康安全研究所長（以下「研究所

長」という。）に送付するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により試験品及び当該製品検査申請書の送付を受け

たときは、試験検査依頼書を添え川崎市健康安全研究所長（以下「研究所

長」という。）に送付するものとする。 

４ 研究所長は、前項の試験品及び試験検査依頼書の送付を受けたときは、

速やかに所定の試験検査を行い、その結果を成績書により市長に報告しな

ければならない。 

４ 研究所長は、前項の試験品及び試験検査依頼書の送付を受けたときは、

速やかに所定の試験検査を行い、その結果を成績書により市長に報告しな

ければならない。 
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第１号様式 

 

第１号様式 

  


